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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
「
公
金
」
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
金
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
的
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
質
的
に
所
有
す
る
金
銭

を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

取
扱
責
任
者
に
対
し
て
支
払
い
が
な
さ
れ
た
段
階
で
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
上
は
歳
出
と
し
て
支

出
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
経
費
は
、
報
償
費
の
ほ
か
、
警
察
庁
、
金
融
庁
、
財
務
省
及
び
国
土
交
通
省
所
管
の
捜
査
費
、
公
正

取
引
委
員
会
所
管
の
審
査
活
動
費
の
う
ち
情
報
収
集
経
費
、
法
務
省
所
管
の
調
査
活
動
費
及
び
公
安
調
査
官
調
査
活
動
費
並

び
に
厚
生
労
働
省
所
管
の
麻
薬
取
締
活
動
費
、
労
働
関
係
調
査
委
託
費
及
び
日
雇
労
働
者
実
態
調
査
委
託
費
（
以
下
「
報
償

費
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
計
算
証
明
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
会
計
検
査
院
規
則
第
三
号
）
第
十
一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
会
計
検
査
院
の
承
認
を
経
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



報
償
費
は
、
取
扱
責
任
者
に
対
し
て
支
払
い
が
な
さ
れ
た
段
階
で
、
会
計
法
上
は
歳
出
と
し
て
支
出
さ
れ
た
こ
と
と
な
る

が
、
当
該
支
払
い
が
な
さ
れ
た
金
銭
は
、
引
き
続
き
公
金
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
や
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
等
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

報
償
費
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
の
目
的
に
従
っ
て
使
用
さ
れ
た
段
階
で
、
そ
の
支
払
い
を
受
け
た
者
の
私
金
と

な
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

取
扱
責
任
者
に
対
し
て
支
払
い
が
な
さ
れ
た
報
償
費
等
の
保
管
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
定
め
は
な
い
が
、
個
人
の

銀
行
口
座
に
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
利
子
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
利
子
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

二


